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共
通
資
格
試
験

21

3
妊
娠
１６
週
〜
２７
週
の
初
妊
婦

※
２７
週
を
超
え
た
方
は
健
康
課
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

4
８
月
１０
日
（
月
）
午
後
１
時
〜

２
時
１０
分
受
付
（
所
要
時
間
約
１

時
間
）

5
健
康
福
祉
会
館

6
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
歯
科

健
康
診
査
・
歯
科
相
談
、
正
し
い

歯
の
み
が
き
方
な
ど

8
１５
人
（
申
し
込
み
順
）

2
電
話
で
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
（
☎
７
２
４
・
５
６
５
６
）

へ
。

1
健
康
課
☎
７
２
５
・
５
４
１
４

【
親
子
で
楽
し
い
餃
子
作
り
】

　
子
ど
も
と
一
緒
に
餃
子
を
作
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。
形
も
い
ろ
い

ろ
、
中
身
も
い
ろ
い
ろ
、
好
み
に

合
わ
せ
て
楽
し
ん
で
み
ま
し
ょ

う
。

3
町
田
市
民
で
３
歳
か
ら
就
学
前

の
子
と
父
親
（
祖
父
も
可
）

4
８
月
６
日
（
木
）
午
前
９
時
３０

分
〜
午
後
１
時

5
健
康
福
祉
会
館

8
１２
組
（
申
し
込
み
順
）

7
一
組
５
０
０
円

2
７
月
１３
日
か
ら
健
康
課
（
☎
７

２
５
・
５
１
７
８
）
へ
。

測
量
を
行
う
た
め

　
市
で
は
国
土
調
査
法
に
基
づ
 

く
、
都
市
再
生
地
籍
調
査
及
び
公

共
物
管
理
平
面
図
作
成
等
を
目
的

と
し
た
測
量
を
行
い
ま
す
。

　
や
む
を
得
ず
私
有
地
に
立
ち
入

ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
測
量
す
る
者
は
、
町
田
市
発

行
の
土
地
立
入
証
を
携
帯
し
て
い

ま
す
の
で
、
不
審
な
時
は
証
票
の

提
示
を
お
求
め
下
さ
い
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

期
間
７
月
〜
２
０
１
０
年
３
月

区
域
大
蔵
町
の
一
部

※
詳
細
は
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
下
さ
い
。

1
道
路
用
地
課
☎
７
２
４
・
１
１

５
５

平
成
　
年
度
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者

4
１０
月
１８
日
（
日
）
午
前
１０
時
〜

正
午

5
青
山
学
院
大
学
（
渋
谷
区
）

受
験
手
数
料
６
０
０
０
円

2
所
定
の
申
込
書
（
７
月
１７
日
か

ら
成
瀬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
業

務
課
で
配
布
）
に
記
入
し
、
８
月

３
日
〜
９
月
１
日
に
郵
送
で
東
京

都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
（
株
）
へ
。

1

東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス

（
株
）
☎
０３
・
３
２
４
１
・
０

８
１
８
、
町
田
市
業
務
課
☎
７

２
０
・
１
８
２
１

戦
没
者
等
の

【
第
九
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
】

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、
平
成
１７
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
２１
年
３
月
３１
日
ま
で
に
遺
族
年

金
等
を
受
け
取
る
方
が
亡
く
な
る

な
ど
し
た
場
合
に
限
り
、
額
面
２４

万
円
、
６
年
償
還
の
記
名
国
債
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

3
次
の
順
番
で
先
順
位
の
遺
族
お

一
人

（
１
）
弔
慰
金
の
受
給
権
者

（
２
）
戦
没
者
等
の
子

（
３
）
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を

有
し
て
い
て
、
戦
没
者
等
と
氏
が

同
じ
で
あ
る
①
父
母
②
孫
③
祖
父

母
④
兄
弟
姉
妹

（
４
）
前
記
（
３
）
以
外
の
①
父

母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

（
５
）
前
記
（
１
）
か
ら
（
４
）
 

 
 

以
外
の
遺
族
で
、
戦
没
者
等
の
死

亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
生

計
関
係
を
有
し
て
い
た
三
親
等
内

の
親
族

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
に
現
存

し
て
い
た
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、
子
に
つ
い
て
は

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
胎
児
も

含
ま
れ
ま
す
。

請
求
期
限
平
成
２４
年
４
月
２
日

※
事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

1
町
田
市
福
祉
総
務
課
☎
７
２
４

・
２
５
３
７
、
薨
７
２
４
・
１
１

８
７
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
生
活

福
祉
部
計
画
課
恩
給
係
☎
０３
・
５

３
２
０
・
４
０
７
７
、
薨
０３
・
５

３
８
８
・
１
４
０
３

認
定
長
期
優
良
住
宅
に
対
す
る
固

定
資
産
税
の

　
６
月
４
日
（
長
期
優
良
住
宅
の

普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
が
施

行
さ
れ
た
日
）
か
ら
、
２
０
１
０

年
３
月
３１
日
ま
で
の
間
に
認
定
長

期
優
良
住
宅
を
新
築
さ
れ
た
場

合
、
申
告
に
よ
り
、
新
た
に
固
定

資
産
税
が
課
せ
ら
れ
る
年
度
か
ら

５
年
度
分
（
３
階
建
以
上
の
中
高

層
耐
火
住
宅
は
７
年
度
分
）
に
限

り
、
一
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
相
当

分
を
上
限
と
し
て
、
固
定
資
産
税

額
の
二
分
の
一
を
減
額
し
ま

す
。
新
築
し
た
翌
年
の
１
月
３１
日

（
１
月
１
日
築
に
つ
い
て
は
そ
の

年
の
１
月
３１
日
）
ま
で
に
、
長
期

優
良
住
宅
認
定
通
知
書
等
の
写
し

を
添
付
し
て
、
資
産
税
課
へ
申
告

し
て
下
さ
い
。

1
資
産
税
課
☎
７
２
４
・
２
１
１

８　
長
期
優
良
住
宅
に
関
す
る
認
定

申
請
等
に
関
し
て
は
町
田
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
↓

都
市
づ
く
り
↓
建
築
行
為
関
係
↓

長
期
優
良
住
宅
）
を
ご
覧
下
さ

い
。

1

建
築
指
導
課
☎
７
０
９
・
０

５
８
９
、
０
５
９
４

負
担
割
合
が
変
わ
る
方
へ
新
し
い

後
期
高
齢
者
医
療
（
長
寿
医
療
）

被
保
険
者
証
を

　
８
月
か
ら
負
担
割
合
が
変
わ
る

方
へ
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
７

月
下
旬
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
り

ま
す
。
今
ま
で
使
用
し
て
い
た
被

保
険
者
証
は
８
月
１
日
以
降
お
返

し
下
さ
い
。
負
担
割
合
が
変
わ
ら

な
い
方
は
、
現
在
お
持
ち
の
被
保

険
者
証
を
引
き
続
き
お
使
い
下
さ

い
。

【
負
担
割
合
に
つ
い
て
】

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医

療
費
の
負
担
割
合
は
、
「
１
割
」

ま
た
は
「
３
割
」
に
な
っ
て
い

て
、
毎
年
８
月
１
日
を
基
準
に
判

定
し
、
有
効
期
限
内
で
も
変
更
し

ま
す
（
下
図
参
照
）
。

【
随
時
の
変
更
】

　
同
一
世
帯
の
方
が
７５
歳
に
達
し

た
、
転
居
な
ど
で
世
帯
構
成
が
変

わ
っ
た
、
税
の
修
正
申
告
を
行
っ

た
時
な
ど
で
、
負
担
割
合
が
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
有
効

期
限
内
で
も
変
更
が
あ
る
場
合

は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
を
お
送

り
し
ま
す
。

1
保
険
年
金
課
☎
７
２
４
・
２
１

４
４

入
札
参
加
資
格
個
人
及
び
法
人

受
付
期
間
７
月
１３
日
（
月
）
〜
２９

日
（
水
）

受
付
場
所
市
役
所
本
庁
舎
４
階
管

財
課
（
郵
送
も
可
、
７
月
２７
日
の

消
印
有
効
）

入
札
日
８
月
６
日
（
木
）

※
市
役
所
本
庁
舎
で
行
い
ま
す
。

詳
細
は
、
「
一
般
競
争
入
札
に
よ

る
市
有
地
売
却
の
案
内
書
」
を
ご

覧
下
さ
い
。

案
内
書
配
布
場
所
市
役
所
本
庁
舎

１
階
受
付
、
市
役
所
森
野
分
庁
舎

１
階
受
付
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
、

地
域
セ
ン
タ
ー

※
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
市
政

情
報
↓
募
集
案
内
↓
市
有
地
一
般

競
争
入
札
）
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
な
お
、
郵
送
に
よ

る
送
付
も
行
い
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

1
管
財
課
☎
７
２
４
・
２
１
５

１
、
町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎

７
２
４
・
５
６
５
６

健
康
づ
く
り

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

食
改
善
調
理
実
習

遺
族
の
皆
さ
ん
へ

減
額
に
つ
い
て

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

公開している会議　傍聴のご案内
会議名

第2回町田市
地域密着型サービス
運営委員会

日　時

7月28日(火)
午後6時30分
～8時

4人
（申し込み順）

10人
（申し込み順）

会　場

健康福祉会館
2階

健康教育室

申し込み

電話で介護保険課 
（☎721・3136）へ

定　員

第2回町田市
福祉のまちづくり
総合推進条例部会

7月24日(金)
午後6時～8時

中町第三庁舎
3階 

第三会議室

ご
　
案
　
内

市
が
所
有
し
て
い
る
宅
地
を

　
一
般
競
争
入
札
で
売
却
し
ま
す

所在地
（町田市） 用途地域物件

番号

1

2

3

4

50

50

50

60

40

50

150

100

150

200

80

100

3,153

2,185

2,135

3,703

279.09㎡

210.11㎡

355.89㎡

330.71㎡

278.36㎡

210.15㎡

356.47㎡

330.75㎡

下小山田町
2728番4

※価格は実測面積に基づき算定されています。
※物件番号1　下小山田地区地区計画（中高層住宅地区）
※物件番号2　下小山田地区地区計画（①中高層住宅地区②低層住宅地区③沿道住宅地区）

諸般の事情により、売却を中止または一部変更する場合もありますのであらかじめご了承願います。

下小山田町
2731番2

山崎町字三号
310番1

鶴川四丁目
40番9

実測面積
（㎡）

建ぺい
率（％）

容積率
（％）

最低売却
価格（万円）

登記簿面積
（㎡）

後期高齢者医療（長寿医療）被保険者証
負担割合の判定方法

スタート

いいえ

はい

はい はい

はい
はい

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

本人及び同じ世帯に
いる長寿医療制度の
被保険者の住民税課
税所得が、いずれも
145万円未満である。

同じ世帯の中に70歳から74
歳までの国保や会社の健康
保険などの加入者がいる場
合で、本人とその方の前年
の収入合計額が、520万円
未満である。

本人及び同じ世帯にいる長寿
医療制度の被保険者の前年の
収入合計額が、520万円未満
である。

1割負担 基準収入額適用申請が認められると1割負担

※収入とは、所得税法上の収入金額で必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。

事前に電話または
FAXで、福祉総務課
（☎724・2133、
薨724・1187）へ

第一種中高層
住居専用地域

第一種低層住
居専用地域

第一種低層住
居専用地域

①第一種中高
層住居専用
地域

②第一種低層
住居専用地
域

③第二種中高
層住居専用
地域

健
康
案
内

健
康
案
内

健
康
案
内

　
各
小
学
校
区
で
実
施
さ
れ
る
一

日
を
単
位
と
し
た
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
で

構
成
す
る
「
実
行
委
員
会
」
が
主

催
の
「
一
日
子
ど
も
教
室
事
業
」

や
「
一
日
冒
険
遊
び
場
事
業
」
に

対
し
、
活
動
経
費
の
補
助
を
新
た

に
行
い
ま
す
。

　
こ
の
補
助
事
業
は
、
現
在
、
市

で
進
め
て
い
る
「
子
ど
も
の
居
場

所
づ
く
り
」
の
一
環
で
、
子
ど
も

た
ち
が
安
全
に
安
心
し
て
遊
べ
る
、

だ
れ
も
が
参
加
し
や
す
い
地
域
提

案
型
の
新
た
な
子
ど
も
の
居
場
所

づ
く
り
活
動
と
な
る
こ
と
を
目
指

し
ま
す
。

　
具
体
的
な
活
動
と
し
て
は
、
折

り
紙
工
作
や
、
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
大

会
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
考
え
ら

れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
説
明
会
に
ご

参
加
下
さ
い
。

4
７
月
１３
日
（
月
）
〜
１７
日
（
金
）

い
ず
れ
も
午
後
３
時
か
ら

5
市
役
所
森
野
分
庁
舎

2
電
話
で
児
童
青
少
年
課
（
☎

７
２
４
・
２
１
８
２
）
へ
。

資
料
を
事
前
に
送
付
し
ま
す
。

※
第
１
期
の
申
請
受
付
は
、
７
月

２１
日
〜
２７
日
で
す
。

「一日子ども教室」
及び

「一日冒険遊び場」
補助事業

送

付

し

ま

す

3
割
負
担

同じ世帯内の長寿
医療制度の被保険
者は、本人のみで
ある。

本人の前年の収入
が、383万円未満
である。

説明会を開催します

売却予定物件一覧表


